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相談受付中 令和７年産畑地化促進事業

（令和６年度補正予算）
【趣旨】
水田を畑地化して畑作物の本作化等に取り組む農業者に対して、
畑地利用への円滑な移行を促し、畑作物の需要に応じた生産を促
進することを目的として、生産が安定するまでの一定期間、継続
的に支援（伴走支援）を行うとともに、畑作物の産地づくりに取
り組む地域を対象に、関係者間での調整や畑作化に伴う費用負担
等に要する経費を支援します。

【事業内容】
1　畑地化支援
　畑作物等の本作化に取り組む農業者を支援
　単価　10.5万円/10a

2　定着促進支援
　水田を畑地化して、高収益作物、畑作物等の定着等に取り組む
農業者を5年間継続的に支援
　単価　2.0～3.0万円　×　５年間　ほか

3　産地づくり体制構築等支援
　畑作物の産地づくりに取り組む地域を対象に、関係者間の調整
に要する経費や土地改良区の地区除外決済金等を支援

【交付対象となる取組】
1　畑地化支援に係る取組
　前年度において主食用米や水田活用の直接支払交付金の交付対
象となった作物等が作付けられ、交付対象水田に該当している農
地を、７月１日付けで交付対象水田から除外する取組。
　ただし、交付の対象となる取組は、当該取組により交付対象水
田から除外される農地が、それ単独で又は隣接、近接する農地と
併せて、おおむね団地化された畑地を形成するものに限る。
（注）交付の対象となった農地においては、交付が行われてから
５年間は、販売を目的とした当該作物等の作付けが必要。
（注）団地化にかかる面積は、品目ごとに行います。

2　定着促進支援に係る取組
　高収益作物、畑作物等の導入・定着を図る取組。原則として、
初年度に畑地化（畑地化支援参照）を行うことが必要。

3　産地づくり体制構築等支援
①　産地づくりに向けた体制構築支援
　団地化やブロックローテーションの体制構築のための調整（現
地確認や打合せなど）に要する経費を支援（上限あり）
②　土地改良区決済金等支援
　令和７年度に畑地化に取り組むことを約束した農業者に対し
て、畑地化に伴い土地改良区に支払う必要が生じた場合に支援
上限　25万円/10a
　
※本事業は申請内容を踏まえて審査し、予算の範囲内で支援対象
者が決定される交付金事業です。
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相談受付中 スマート農業・農業支援

サービス事業導入総合サ
ポート緊急対策事業

【趣旨】
農業者の高齢化・減少が進む中においても農業の持続的な発展を
図るため、スマート農業技術の現場導入と生産・流通・販売方式
の転換、これを支える農業支援サービス事業体の育成や活動の促
進等の取組を総合的に支援します。
農業支援サービスの立上げ支援のうち農業支援サービス事業育成
対策およびスマート農業等導入支援のうち地域型サービス支援タ
イプの要望調査を行います。

【事業内容】
サービス事業体の新規事業立ち上げ当初のビジネス確立に向け、
ニーズ調査、サービス提供の試行・改良等のほか、サービスの提
供に必要なスマート農業機械等の導入を支援します。

【事業実施主体】
農業支援サービス事業体（受委託契約のもとで農業者の行う農作
業代行の取組や、農業者が使用するスマート農業機械等をレンタ
ル等（販売は除く）によって提供する取組等を行う者のこと）
（以下、サービス事業体という。）

【主な要件】
概ね都道府県域でサービス事業を提供するサービス事業体（北海
道内で取り組むサービス事業体にあっては、概ね北海道内の総合
振興局・振興局域でサービスを提供するサービス事業体）

【補助率、補助上限】
○農業支援サービスの立上げ支援のうち農業支援サービス事業育
成対策（地域型サービス支援タイプ）
定額（１事業実施主体当たり1,500 万円を上限とする。）
※別途、都道府県に対し推進事務費を措置（定額（ただし、国庫
補助金の合計額の10％以内））
○農業支援サービスの立上げ支援のうちスマート農業機械等導入
支援（地域型サービス支援タイプ）
1/2以内（１事業実施主体当たりの上限額は1,500 万円とする。た
だし、スマート農業機械を導入する場合は3,000 万円とする。）
※別途、都道府県に対し推進事務費を措置（定額（ただし、国庫
補助金の合計額の10％以内））
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農林水産省HP

相談受付中
【対象経費】
○農業支援サービスの立上げ支援のうち農業支援サービス事業育
成対策（地域型サービス支援タイプ）
農業支援サービスの試行・改良に係る人件費や原材料費、説明
会・実演会に係る会場借料や設営費、農業支援サービス周知のた
めの情報発信費、本事業における取組に直接必要な旅費等
○農業支援サービスの立上げ支援のうちスマート農業機械等導入
支援（地域型サービス支援タイプ）
サービス事業を実施するために直接必要なスマート農業機械等の
導入又はリース導入に係る経費
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